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令和６年度全国労働衛生週間の概要
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令和６年度全国労働衛生週間

準備期間：令和６年９月１日～９月30日
本週間 ：令和６年10月１日～10月７日

本年度のスローガン

推してます

みんな笑顔の 健康職場
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令和６年度全国労働衛生週間

 主唱者

厚生労働省、中央労働災害防止協会

 協賛者

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、

港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会

 協力者

関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業団体

 実施者

各事業場の皆様
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実施者として、
全国労働衛生週間中に行う事項

労働者と連携・協力し、下記事項の実施をお願いします！

 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視

 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示

 労働衛生に関する優良職場、功労者等の表彰

 有害物の漏えいによる事故、酸素欠乏症等による事故等緊
急時の災害を想定した実施訓練等の実施

 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・
標語等の掲示、その他労働衛生の意識高揚のための行事等
の実施
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実施者として、
全国労働衛生週間準備期間中に行う事項①

重点事項に関する、労働衛生活動の総点検をお願いします！

 過重労働による健康障害防止のための総合政策に関する事項

 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」等に基づくメン
タルヘルス対策の推進に関する事項

 転倒・腰痛災害の予防に関する事項

 化学物質による健康障害防止対策に関する事項

 石綿による健康障害防止対策に関する事項

 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に基づく
受動喫煙防止対策に関する事項
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実施者として、
全国労働衛生週間準備期間中に行う事項②

重点事項に関する、労働衛生活動の総点検をお願いします！

 「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライ
ン」に基づく治療と仕事の両立支援対策の推進に関する事項

 「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」に基づく熱中症予防
対策の推進等に関する事項

 「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライ
ン」に基づく労働者の作業環境、健康確保等の推進に関する事
項

 小規模事業場における産業保健活動の充実に関する事項

 女性の健康課題の理解促進に関する事項
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過重労働による健康障害防止
～時間外・休日労働時間数の正しい把握方法～
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適切な
時間外・休日労働時間の把握のために

 適切な時間外・休日労働時間の把握ができていますか？

例えば…

・日々ごとに数え上げた残業時間をそのまま時間外・休日労働時間として
把握している。

・給与計算ソフトにて算出された残業時間を、そのまま時間外・休日労働
時間としている。

こうした把握方法では、正確な時間外・休日労働時間の把握
ができていないかもしれません！
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労働安全衛生法における
時間外・休日労働時間の算定方法

１か月の総労働時間数－(計算期間１か月間の総歴日数÷7日)×40時間

(所定労働時間数＋時間外労働時間数＋休日労働時間数)により算定

「(計算期間1か月間の総歴日数÷7日)×40時間」の具体的な数字は下記のとおり

・31日の月・・・177.1時間

・30日の月・・・171.4時間

・29日の月・・・165.7時間

・28日の月・・・160.0時間
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転倒災害防止
～転倒災害に関する現状と事業場でできる対策～

12



労働災害の発生状況①
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『全国統計』

多
い
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労働災害の発生状況②
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『全国統計』

（人） 合 計 転 倒 動作の反動等 墜落・転落

令和５年 １３５，３７１ ３６，０５８ ２２，０５３ ２０，７５８

平成２４年 １１９，５７６ ２５，９７４ １４，１９１ ２０，２７５

増減率
（R5/H24）

１３．２％増 ３８．８％増 ５５．４％増 ２．３％増

約１０年で
の変化は？

大
幅
増
加
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 『事故の型別』
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墜落・転落

16%
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31%

激突

2%飛来・落下

4%

崩壊・倒壊

2%

激突され

3%

はさまれ、巻き込

まれ

9%

切れ・こすれ

5%

高温・低温の物と

の接触

3%

有害物等との接触

1%

交通事故(道路）

9%
動作の反動、無理な動作

13%

その他

2%

※松山監督署管内で発生した休業４日以上の労働災害を分析 （新型ｺﾛﾅ感染症数を除く）

労働災害の発生状況③

全国の割合
２６．６％

15



労働災害の発生状況④

『年令別』
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～１９歳

3%
２０～２９歳

13%

３０～３９歳

11%

４０～４９歳

21%
５０～５９歳

26%

６０歳以上

26%

※松山監督署管内で発生した休業４日以上の労働災害を分析 （新型ｺﾛﾅ感染症数を除く）

50歳以上の割合
５２％
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「転倒災害」発生状況（全産業 休業4日以上の死傷者数 松山署）
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転倒災害防止対策-１
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転倒災害防止対策-２
（高年齢労働者の安全と健康確保対策）
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化学物質による健康障害防止
～法改正事項の紹介について～
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有害物の有害性に関する掲示内容の見直し
及び 掲示義務の対象物質の拡大

➁有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく掲示の内容が変更となり、
掲示方法も最新のデジタル技術等を活用するため、掲示の方法を
限定しないこととし、掲示方法を示していた「厚生労働大臣が定
める規定」が廃止（令和5年3月31日）されました。

【変更の主なポイント】
①特定化学物質の有害性等の掲示について、従来、掲示対象物質は、
がん原性物質またはその疑いのある「特別管理物質」のみでした
が、全ての特定化学物質に対象が拡大されました。

【②に関連して】
・有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則に加
えて、労働安全衛生規則（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ関係）、鉛中毒予防規則、四アルキ鉛予防
規則、粉じん障害予防規則においても同様の規定を設けたこと
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有害物の有害性に関する掲示内容の見直し
及び 掲示義務の対象物質の拡大

【先述の➁を具体的に示すと】
・有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則にお
いて、特定の有害物を取り扱う場所における有害物等の周知をするために掲
示すべき事項について

（１）掲示すべき事項のうち「特定の有害物の人体に及ぼす作用」
「特定の有害物により生じるおそれのある疾病の種類及びその症状」
に改めたこと

（２）「有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具」
を掲示すべき事項に追加したこと
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令和４年４月１５日
基発０４１５第１号

令和５年３月２９日
基発０３２９第３２号

令和５年４月２１日
基発０４２１第１号

◆関連通達◆ ※厚生労働省HPへリンク
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有害物の有害性に関する掲示内容の見直し
及び 掲示義務の対象物質の拡大

【2】特定化学物質の掲示内容 （令和5年10月1日施行）
①特定化学物質の名称
②特定化学物質により生するおそれのある疾病の種類及びその症状
③特定化学物質の取扱い上の注意事項
④使用すべき保護具（特別管理物質製造取扱い作業場所）
⑤有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具（保護具
の使用義務作業場所）

【1】有機溶剤業務を行う屋内作業場の掲示内容 （令和5年4月21日施行）

①有機溶剤により生するおそれのある疾病の種類及びその症状
➁有機溶剤等の取扱い上の注意事項
③有機溶剤による中毒が発生した時の応急措置
④有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具（保護具
の使用義務作業場所）
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有害物の有害性に関する掲示内容の見直し
及び 掲示義務の対象物質の拡大

例えば
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「特定の有害物により生じるおそれのある疾病の種類及
びその症状」の具体的な掲示内容
「特定の有害物により生じるおそれのある疾病の種類及びその症状」の記
載については、次に掲げる①～④の方法のうち、取り扱う物質に応じてふ
さわしい方法を選択してください（①の記載方法が可能であれば、当該方
法によることが望ましい）。
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「特定の有害物により生じるおそれのある疾病の種類及
びその症状」の具体的な掲示内容
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「特定の有害物により生じるおそれのある疾病の種類及
びその症状」の具体的な掲示内容
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【掲示内容】※参考

「おそれのある疾病の種類」及び「疾病の症状」の記載例については、独立行政
法⼈労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター
のホームページに物質別に掲載されてていますので、参考にしてください。



「有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用す
べき保護具」の具体的な掲示内容
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健康診断有所見率の現状と事後措置
の着実な実施に関する案内
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定期健康診断に関する有所見率の比較※
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区分＼
年

13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 ４年 5年

全国 46.2 46.7 47.3 47.6 48.4 49.1 49.9 51.3 52.3 52.5 52.7 52.7 53 53.2 53.6 53.8 54.1 55.5 56.6 58.5 58.7 58.2 58.9

愛媛局 45.5 43.4 43.2 43.4 45.9 46.0 46.1 48.8 50.4 50.3 49.6 49.6 49.7 50 50.8 50.6 52.1 53.8 55.2 57.3 57.2 56.3 57.7

松山署 44.8 41.6 41.4 41.7 44.2 43.7 43.2 49.0 51.2 51.0 50.9 51.4 51.1 51.9 52.4 52.6 53.2 56.2 57.7 61.4 61.2 58.9 59.7

※定期健康診断結果報告（労働者５０⼈以上の規模の事業場に適用）に基づく値。

※有所見率とは健康診断項目のいずれかが有所見であった者（他覚所見のみを除く）の⼈数を受診者数で割った値。



特殊健康診断に関する有所見率の推移※（松山署管内）
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特殊健康診断実施後も、
有所見者に対する医師の意見聴取が
必要です！

特殊健康診断(高気圧、
放射線、有機溶剤、特
定化学物質、石綿、鉛、
四アルキル業務に関す
る健康診断)の実施後に
ついても、医師から有
所見者の健康を保持す
るために必要な措置に
ついて、意見を聴取す
る必要があります。
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本日の説明事項は以上です。

ご清聴ありがとうございました。
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